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○○  独独立立行行政政法法人人国国立立博博物物館館のの概概要要  

 

【法人本部事務局】 

１．目的 博物館を設置して、有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連す

る調査及び研究並びに教育及び普及の事業等を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の

保存及び活用を図る。 

２．定員 ８人 

 

３．予算 ５億６４８万円 
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【東京国立博物館】 

１．目的 我が国を代表する博物館として、日本を中心にして広く東洋諸地域にわたる文化財について収集・

保管・展示、調査研究、教育普及事業等を行う。   

２．土地・建物                       （㎡） 

 

 

３．定員 １２７人 

 

４．予算 ２６億５，０５３万円 

 

 

 

土地面積 １１８，８０１（柳瀬荘含む） 

建物 

 

建 ２１，３２７ 

延 ６８，７８７ 

 

展示館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示面積 計 

収蔵庫面積 計 

１９，３４８ 

    ７，６２９ 

本館      建 

        延 

    展示面積 

収蔵庫面積 

     ６，６０１ 

    ２２，４１６ 

     ７，３４６ 

    ４，４５６ 

東洋館     建 

        延 

     展示面積 

収蔵庫面積 

     ２，８９２ 

    １２，５３１  

     ４，８０４ 

７６２ 

平成館     建 

        延 

     展示面積 

収蔵庫面積 

     ４，８６３ 

    １７，９８１ 

     ４，５５４ 

    ２，１１９ 

法隆寺宝物館  建 

        延 

     展示面積 

収蔵庫面積 

     １，９３４ 

     ３，９５９ 

     １，４６２ 

        ２９２ 

表慶館     建 

        延 

展示面積 

     １，０９１ 

     ２，０４９ 

     １，１８２ 

その他     建 

   延 

     ２，５５１ 

     ３，１６３ 
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【京都国立博物館】 

１．目的 平安時代から江戸時代に至る京都文化を中心とした文化財について、収集・保管・展示、調査研

究、教育普及事業等を行う。 

２．土地・建物                       （㎡） 

土地面積 ５３，１８２ 

建物 

 

          建 １１，７４２ 

延 ２５，２７５ 

 

展示館 

 

 

 

 

 

展示面積 計 

収蔵庫面積 計 

５，０８７ 

  ３，８７４ 

本館        建 

          延 

       展示面積 

     収蔵庫面積 

  ３，０１５ 

  ３，０１５ 

  ２，０７０ 

     ８０３ 

新館        建 

          延 

            展示面積 

     収蔵庫面積 

２，４６５ 

  ８，６４２ 

  ３，０１７ 

  １，１６３ 

事務庁舎      建 

          延  

     ９８０ 

  ２，４５９ 

管理棟       建 

     延 

     ５９０ 

１，９５４ 

資料棟       建 

     延 

     ４１４ 

  １，１２５ 

文化財保存修理所  建 

     延 

      ７２８ 

  ２，８５６ 

技術資料参考館   建 

     延 

   １０１ 

３０４ 

東収蔵庫      建 

     延 

収蔵庫面積 

１，０８４ 

１,９９６ 

１，４１２ 

北収蔵庫      建 

          延 

収蔵庫面積 

３１０ 

６８２ 

４９６ 

その他 建 

     延 

  ２，０５５ 

２，２４２ 

３．定員 ４２人 

４．予算 １０億２，４０３万円 
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【奈良国立博物館】 

１．目的 仏教美術を中心とした文化財について、収集・保管・展示、調査研究、教育普及事業等を行う。 

２．土地・建物                       （㎡） 

土地面積 ７８，７６０ 

建物 

 

             建   ６，７３１ 

延 １９，５３９ 

 

展示館 

 

 

 

 

 

展示面積 計 

収蔵庫面積 計 

３，６０９ 

２，００４ 

本館       建 

         延 

      展示面積 

収蔵庫面積 

１，９７２ 

   １，９７２    

   １，２６１ 

      ０ 

本館付属棟    建 

         延 

      展示面積 

     ３４１ 

     ６７７ 

     ６７７ 

東新館      建 

         延 

      展示面積 

収蔵庫面積 

   １，８２５ 

   ６，３８９ 

     ８７５ 

   １，１８７ 

西新館      建 

         延 

展示面積 

   １，６２０ 

   ５，８５６ 

   １，４７３ 

仏教美術資料研究       

センター     建 

         延 

 

     ７１８ 

     ７１８ 

文化財保存修理所 建 

         延 

３１９ 

   １，０３６ 

地下回廊     建 

         延 

      展示面積 

収蔵庫面積           

   ２，１５２ 

   ２，１５２ 

     ２１７ 

     ３３０ 

その他      建 

         延 

     １０４ 

     １０４ 

３．定員 ３４人 

 

４．予算 １０億６，０９４万円 
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【九州国立博物館（仮称）設立準備室】 

１．目的 我が国の文化形成において影響のあったアジア諸地域との文化交流の歴史を全国的な視野から扱

い、それらの文化財について、収集・保管・展示、調査研究、教育普及事業等を行う。 

 

２．定員 １６人 

 

３．予算  ４億９，９４０万円 

 

 

 

 

 

 

添付資料 

・機構図 

理事長                   本部事務局（８）  

       理事（３） 

                       東京国立博物館（１２７） 

    監事（２）    京都国立博物館（４２） 

  奈良国立博物館（３４） 

                       九州国立博物館(仮称)設立準備室（１６） 

     運営委員会                          計（２２７） 
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・運営委員会委員名簿（平成１５年度） 

 

                             (敬称略） 

氏   名 現     職 備      考 

平 山  郁 夫 東京芸術大学長 委員長 

井 内  慶次郎 財団法人日本視聴覚教育協会会長 副委員長 

上 野  尚 一 朝日新聞社社为  

海老沢  勝 二 ＮＨＫ会長  

大 沼    淳 文化学園理事長  

木 村  尚三郎 財団法人トヨタ財団理事長  

清 水    司 東京都教育委員会委員長  

鈴 木  嘉 吉 財団法人仏教美術協会理事長  

辻     惟 雄 東京大学名誉教授  

辻 村  哲 夫 独立行政法人国立美術館理事長  

長 岡    實 財団法人資本市場研究会理事長  

西 川  杏太郎 横浜美術短期大学長  

野 村  吉三郎 全日空会長  

福 原  義 春 資生堂名誉会長  

藤 井  宏 昭 国際交流基金理事長  

本 田  和 子 お茶の水女子大学長  

牧   美 也 子 漫画家  

マリ・クリスティーヌ 異文化コミュニケーター  

湯 浅  利 夫 宮内庁長官  
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・外部評価委員会委員名簿（平成１５年度）                    （敬称略） 

氏   名 現      職 備 考 

小 林  忠 学習院大学教授 委員長 

蓑    豊 大阪市立美術館長 副委員長 

木 村 重 信 兵庫県立美術館長  

    藤 好 優 臣 公認会計士  

    横 里 幸 一 ＮＨＫ事業局長  

 

・評議員会委員名簿 

東京国立博物館評議員会評議員名簿（平成１５年度） 

                                     （敬称略） 

氏      名 現          職 備 考 

平 山  郁 夫 東京芸術大学長 会 長 

井 内  慶次郎 財団法人日本視聴覚教育協会会長 副 会 長 

海老沢  勝 二 ＮＨＫ会長  

大 沼    淳 文化学園理事長  

加 藤  正 克 台東区立根岸小学校長  

神 田  秀 順 寛永寺住職  

木 村  尚三郎 財団法人トヨタ財団理事長  

清 水    司 東京都教育委員会委員長  

辻     惟 雄 東京大学名誉教授  

内 藤  幹 夫 台東区立忍岡中学校長  

長 岡    實 財団法人資本市場研究会理事長  

西 川  杏太郎 横浜美術短期大学長  

野 村  吉三郎 全日空会長  

福 原  義 春 資生堂名誉会長  
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本 田  和 子 お茶の水女子大学長  

牧   美 也 子 漫画家  

マリ・クリスティーヌ 異文化コミュニケーター  

丸 山  祐 樹 JR上野駅長  

吉 住    弘 台東区長  

 

 

京都国立博物館評議員会評議員名簿（平成１５年度） 

                                    （敬称略） 

氏      名 現          職 備 考 

藤 澤  令 夫 京都大学名誉教授 会 長 

朝  尾    直  弘 京都大学名誉教授 副 会 長 

上  田    正  昭 京都大学名誉教授  

上  野    尚  一 朝日新聞社社为  

内  山    武  夫 京都国立近代美術館長  

肥  塚        隆 大阪大学総合学術博物館長  

澤  田    ふじ子 作家  

中  川    久  定 財団法人国際高等研究所副所長  

仲  田    順  和 総本山醍醐寺執行長  

楢  崎    彰  一 名古屋大学名誉教授  

西八條        實 株式会社島津製作所相談役  

久  田    宗  也 表千家理事  

三  浦    小  春 元名古屋造形芸術大学教授  

村  田    純  一 村田機械株式会社代表取締役社長  

鷲  塚    泰  光 奈良国立博物館長  
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奈良国立博物館評議員会評議員名簿（平成１５年度） 

                                     （敬称略） 

氏      名 現          職 備 考 

木 村 重 信 兵庫県立美術館長 会 長 

石 毛 直 道 前国立民族学博物館長 副会長 

青  山     茂 奈良学研究家  

大 野 玄 妙 聖徳宗管長、法隆寺住職  

金 関   恕 天理大学名誉教授  

興 膳   宏 京都国立博物館長  

阪 本 道 隆 株式会社南都銀行 取締役会長  

田 代   和 近畿日本鉄道株式会社 取締役会長  

丹 羽 雅 子 奈良女子大学名誉教授  

橋 本 聖 圓 華厳宗管長 東大寺別当  

葉  室 賴 昭 春日大社宮司  

町 田   章 奈良文化財研究所長  

三 宅 久 雄 宮内庁正倉院事務所長  

山 崎 しげ子 随筆家  

矢和多 忠 一 奈良県教育長  
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２．運営 

〇方  針 

「国民に親しまれる博物館」を目指し、各国立博物館の特徴を活かした事業を行い、また、法人

として一体的で効率的かつ効果的な運営を行うため、平成 15年度は次の点を重点的に取り組んだ。 

１ 国民のニーズに対応できる博物館になるための組織改革 

２ 各館の特色を生かした魅力ある展覧会の開催 

３ 文化財の適切な保管 

４ 危機管理への対応 

５ 国際化対応体制の確立（政府の観光立国政策への対応） 

６ 博物館資源の活用と観覧者サービスの充実 

 

○実  績 

 理事長等のトップマネージメント 

  法人の運営上の諸課題について、独立行政法人評価委員会、運営委員会、外部評価委員会の提

言を踏まえ役員会における議論を経て、理事長が決定した。 

各館の特色を踏まえて実施する必要がある課題については、法人本部が为催する国立博物館連

絡協議会で十分協議した。 

  また、法人としての横断的な業務について各理事が役割分担し、理事長が総括した。 

 役員会の構成：理事長、理事３名、九州国立博物館（仮称）設立準備室長 

        監事は、役員会に出席し、運営面について意見を述べた。 

 

１ 国民のニーズに対応できる博物館になるための組織改革 

〇組織改革 

(1) 法人本部と各国立博物館の人事業務を一元化するとともに法人本部の企画機能を強化した。 

 

(2)東京国立博物館は、快適な環境の中で選びぬかれた文化財に親しむことができ、国民の誇りと

なるような博物館を目指すべく以下の骨子により組織改正を行った。 

①研究職員が担っている特別展・平常展・作品の貸借・特別観覧・修理計画などの多岐にわたる

業務を大きく二分する方向で企画部、学芸部を再編し、特別展・教育普及・情報関連・広報を

中心にした事業部（事業部門）と、博物館が保管する文化財の管理・平常展・保存修復を担当

する文化財部（文化財管理部門）の二部に分ける。  

②上記の再編にともない、学芸部の課室制を見直し、従来の文化財の分野をベースにした組織か

ら、文化財の管理・平常展・保存修復の業務の内容に即したものとする。 

③研究職員の研究分野を明示するとともに、文化財部に調査研究活動のとりまとめ 

責任者として上席研究員を複数配置する。 

④総務部に、館全体に関わる来館者サービスの実施、イベントや地域との連携事業 

の実施、友の会や賛助会員の開拓、維持に関して組織的に対応できるように、お客様サービス、
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事業開発などを担当するセクションとして渉外課を設置する。 

⑤館全体の広報体制の強化を図るため、事業部に広報室を置く。 

⑥各部課の所掌に横断的に関わるものについては、関係部課の連携を図ることが極めて重要であ

ることから、協力関係を更に緊密にするとともに、関係者（必要に応じて外部者を加える）から

なる館内の委員会を整備する。 

 具体には、上席研究員制を設け調査研究での中心的な役割を果すようにしたほか、企画部、学

芸部を事業部、文化財部に改め、文化財の分野別の縦割り組織をなくし、展示、保存修復など館

の業務に沿った機能別の横断的組織とした。 

これにより博物館の顔である平常展の大幅なリニューアルを行い、本館２階を分野別の展示か

ら通史展示にリニューアルした（平成 15年 9月～）。 

 また、地域・企業との連携を円滑に行い、お客様へのサービスの向上及び業務の効率化を図る

ため総務部に渉外課を新設した。 

 

(3)法人本部と各国立博物館では、企画関係業務の一体化など法人本部の強化に向けた組織に、ま

た京都国立博物館・奈良国立博物館においては、渉外関係の組織整備と、16 年度に向けて組織改

革の具体的な検討を開始した。 

 

〇人事 

・研究職員の採用方法を法人本部が一括して行うことに変更し、優秀な人材の確保に努めた。 

・法人内の人事交流を積極的に行うべく 16年度に向けて人事計画を策定した。 

 

〇研修 

 法人本部において各館に共通する当面の重要課題について「危機管理に関する研修会」「文化財の

生物被害防除に関する研修会」「美術品の梱包に関する研修会」「接遇研修会」「博物館のブランド

戦略」などの研修を行った。 

  

２ 魅力ある展覧会の開催 

 〇平常展の活性化 

(1) 平常展を近年の調査研究の成果に基づいた収蔵品及び寄託品を活用し平常展を充実させた。 

 

(2)東京国立博物館は、平常展の活性化を図るために新設した文化財部展示課を中心に、本館２階

を分野別から時代順の陳列に変えた「日本美術の流れ」として一新した。 

「日本美術の流れ」のアンケート結果によると回答者の７割が「分かりやすくなった」などリニ

ューアルを支持している。また、来館者のニーズに合わせた特別公開や特集陳列を行った。 

  

(3)京都国立博物館、奈良国立博物館は、新規収集品の公開や時機に合わせた特別陳列（新選組、

お水取り）などを企画した。 
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〇展覧会の連携協力 

 各館が互いに連携・協力（作品選定や図録の執筆など）して特別展等を開催した。 

 ・東京と奈良において「インド・マトゥラー彫刻展，パキスタン・ガンダーラ展」 

 ・東京と京都において「亀山法皇７００年御記念 南禅寺展」 

 ・京都と東京において「空海と高野山展」 

 

３ 文化財の適切な保管 

 ・文化財を適切な環境の下で保管するために、法人本部と各館で検討組織を作り、環境条件に関

する基礎データの広範な収集や分析など、適切な保管環境を整備するための検討を行った。 

・24時間空調の実施条件を検討した結果、現在の老朽化した施設整備の改修と人員の整備、膨大

なランニングコストが必要となり、現状では実現することは困難であるため、機密性や調湿性を

高めるなどの機械制御に対する補助機能を強化することで、保存条件の改善を図った。 

・今後とも低コストでより効果的な保管環境の検討を続け、24時間空調に近い効果を得るための

工夫を行いたい。 

 

４ 危機管理への対応 

 法人本部に担当組織を作り、文化財や観覧者が災害や事故に見舞われた場合に適切に対応できる

よう、各館の問題点を検討し、今後の対応を協議した。 

(1) 東京国立博物館は、防災マニュアルを作成するとともに、15年度の特別展「煌きのダイヤモ

ンド展」では盗難や混雑による事故を想定した取組みを行った。また、16年 4月開催の「空

海と高野山展」に向けて 15年度中に警備及び混雑対策のシミュレーションを行った。地元警

察署とも協力し実施した経験を活かし、16年度に危機管理マニュアルを整備するのための貴

重な資料を得た。 

 

(2)京都国立博物館、奈良国立博物館は、危機管理マニュアルを作成した。 

 

５ 国際化対応体制の確立（政府の観光立国政策への対応） 

 〇政府の観光立国政策を踏まえ、外国人に親しまれる博物館づくりに力を入れた。 

 三館  外部評価委員会の提言を踏まえ三館共通の事業として『留学生の日』を設け、日本で学ぶ留学

生に平常展の無料観覧、展示解説、お茶会など、日本の伝統文化に親しむ機会を提供した。 

  

 〇海外交流展の推進 

 日本文化を海外へ発信する展覧会を積極的に開催した。 

・東京国立博物館：ドイツ（ボン）で「日本の美 日本の心」展 

中国（上海）で「西川寧書法芸術院展」を開催 

・奈良国立博物館：米国（ニューヨーク）で「日韓初期仏教美術展」 

韓国（慶州）「日本の仏教美術」を開催 

 



- 13 - 

６ 博物館資源の活用と観覧者サービスの充実 

 施設を有効に活用し、入場料収入以外の新しい収入を確保する。 

・東京国立博物館は、企業のイベントや国際会議の会場として施設を有料で提供することにより、

新しい層への館の周知を図るとともに所要の収入を確保した。 

 また、コンサート、演劇、落語など多様なジャンルのイベントを館内の施設を利用して为催し

た。 

 ・京都国立博物館は、お茶室など有料貸出しを行った。 

 ・奈良国立博物館は、正倉院展等の特別展関連行事として行うイベント数を増し、観覧者へのサ

ービスに努めた。 

 

 

○自己点検評価 

【理事長のトップマネージメント】 

理事長は、「平成 14年度の運営方針として掲げた『国民のニーズに配慮した事業の展開』『国立博

物館に親しむ制度・企画』『効率化の推進体制及び運営基盤の確立』は、独立行政法人２年目とし

てその端緒を築くことができたものと考えている。 

平成 15年度は、これらの方針を継続し、更に推し進めるために①各セクションの協力体制を確

立させるための組織改革に取組むこと、②博物館の基盤である調査研究を強化すること、③博物

館の本来の役割である平常展にこそお客様が来てくださるよう活性化を図ること。」との指示を役

員会、ホームページなどあらゆる機会を通じて行った。 

 

【意見聴取】 

  役員会（５回開催）、運営委員会（２回開催）、外部評価委員会（２回開催）を開催し、監事・

運営委員・外部評価委員の提言を真摯に受け止め、博物館の運営に反映させた。 

 

【評価】 

  平成 15年度の運営方針として、理事長が掲げた「国民のニーズに対応できる博物館になるため

の組織改革」「魅力ある展覧会の開催」「文化財の適切な保管」「危機管理への対応」「国際化対応

体制の確立（政府の観光立国政策への対応）」「博物館資源の活用と観覧者サービスの充実」は、

実績欄に記述したとおり着実に実施する事ができた。 

 

【課題】 

 平成 13、14、15年度と、経営努力が実り、収入見込み以上の収入を得た。 

平成 14 年度の剰余金は、通則法第 44条第 3 項積立金（国立博物館で使用できるもの）として平

成 16年 3月に承認された。収入を得るためにはインセンティブが必要であり、今後も第 3項の積

立金として取扱いがなされることが必要である。 

  博物館の収入は、展覧会の観覧者数に大きく左右されるため、入場料収入以外の新しい収入を

確保するよう積極的に努めているが、各館の所在する地域の経済事情や各館の施設機能から自ら
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限界もあるので、今後とも増額できるかは、極めて厳しい状況とも考えている。15年度は、３億

４千３百万円を上回る収入を確保でき、損益計算上の利益３億１千４百万円を積立金として申請

する予定である。今後、自己収入予定額を上回った分と同額の運営費交付金が減額されるような

ことがあると経営上のインセンティブがなくなり、職員の意欲が損なわれることが多いに懸念さ

れるのでインセンティブが機能する仕組みの確立が求められると考える。 

 

３．財務 

中期計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

   収入面に関しては、実績を勘案しつつ、外部資金等を積極的に導入することにより、計画的な収支

計画による運営を図る。 

  また、管理業務の効率化を進める観点から、各事業年度において、適切な効率化を見込んだ予算に

よる運営に努める。 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

   短期借入金の限度額は、８億円。 

   短期借入が想定される理由は、運営費交付金の受入れに遅延が生じた場合である。 

Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 

     京都国立博物館新館を取り壊し予定。 

Ⅵ 剰余金の使途 

   決算において剰余金が発生した時は、次の購入等に充てる。 

 １ 文化財の購入・修理 

 ２ 調査研究、出版事業の充実 

 ３ 企画展等の追加実施 

 ４ 入館者サービス、情報提供の質的向上、老朽化対応のための施設設備の充実  

○実  績 

１．短期借入金  実績なし 

 

２．重要な財産の処分 実績なし 

 

３．剰余金 

 ①平成１５年度の剰余金申請額   ３億１，３７３万円（損益計算上の利益額） 

 

自己収入（为な利益の源泉）の状況 

収入予算額５億７，４３２万円に対し９億１，７２４万円（収入予算以上の額３億４，２９２万円） 

（内訳） 

東京国立博物館：収入予算額２億９，４８８万円に対し４億７，２５６万円（１億７，７６８万円増） 

京都国立博物館：収入予算額９，０１５万円に対し２億３，３８９万円（ １億４，３７４万円増） 
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奈良国立博物館：収入予算額１億８，９２９万円に対し２億８８３万円（１，９５４万円増） 

    法人本部      ：収入予算額０に対し１９６万円（１９６万円増） 

 

 ②法人の経営努力により生じた理由 

・ 各館の特色を生かした企画の特別展開催により集客に努めた結果、昨年度並みの収入を確保でき

た。 

・ 新たな観覧者層の発掘を目指す展覧会として、東京国立博物館の特別展「煌きのダイヤモンド」、

京都国立博物館の「アートオブスターウォーズ」などを開催した。 

（東京国立博物館） 

・ 東京国立博物館では、質の高い展示品による魅力的でわかりやすい平常展示を目指して、展示体系

を見直し本館平常展示のリニューアルを行った。平常展の入館者数は前年度により約７万２千人増

加した。 

・ 親しめる博物館作りの一環として、館为催のイベントで演劇・コンサート・お茶会などを実施する

とともに、イベントへの施設の積極的な貸出しを行って収入増に努めた。 

・ リピーターを増やすための取り組みとして、友の会制度を学生会員の新設など利用しやすさを軸に

して大幅に見直し会員数の増加を図った結果、昨年度より約２千人会員数が増加した。 

・ 所蔵する文化財のデジタル画像データのライセンス販売とレンタルサービスを民間企業と協力し

て行い、順調に利用・売上が拡大している。 

（京都国立博物館） 

・ 京都国立博物館では、館自らオリジナルグッズを開発し館内販売を実施した。 

・ 京都国立博物館では、刊行物フェアーを館内及び各所で実施し、刊行物の委託販売先の拡大に努め、

約７００万円の増収を得、刊行物販売としては大きな成果を上げた。 

・ 特別展の目録販売での郵便振替による受付を開始し、振込手数料軽減によるお客さまサービスの向

上と販売の拡大を目指した。 

（奈良国立博物館） 

・ 京都・奈良国立博物館では、地域性を生かした営業活動として、秋の特別展覧会チケットを相互に

販売を実施し、両博物館の入場者数増加に貢献した。 

・ 奈良国立博物館では、特別展の音声ガイド作成の協力料を得るとともに、音声ガイドの貸出手数料

の増に努めた。 

・ 夏期講座等の参加者増を図り、施設の積極的な貸出しにも努めた。 

 

 ③剰余金の執行状況  

平成１３年度剰余金は、平成１５年３月３日に承認され、平成１５年度において京都国立博物館で

は一部を赤外線監視装置増設等に２５，６１４千円を使用した。 

平成１４年度剰余金は、平成１６年３月２日に承認され、平成１５年度において京都国立博物館で

は一部を自動火災放置設備修理他に１０，９６０千円に使用した。その他については、平成１６年

度において業務の拡充、施設の改修のために使用する予定である。 
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４．運営費交付金債務 

 ①金額   ６億３，９５１万円  

 ②内容  

   陳列品の購入費用として繰り越したもの及び施設改修を計画したが展示事業及び他の改修工事と

の関連から年度内に計画策定が終了しなかったもの、着工の延期等により生じたものなどである。い

ずれも１６年度において執行する予定である。 

 （内訳） 

・ 本部事務局 

九州国立博物館（仮称）設立準備の陳列品購入、展示費用に２億１，１４５万９千円を使用予定。 

・東京国立博物館 

陳列品購入経費で３億７，１４１万９千円、政府調達手続きにより契約が４月となるため繰り越

したものである｡１６年度において陳列品購入費に使用予定｡ 

・京都国立博物館 

展示用施設改修、組織替えに伴う施設改修として２，６３５万円を使用予定。 

・ 奈良国立博物館 

特別展経費として３，０２７万９千円を使用予定。 

 

 

 ③前年度の運営費交付金債務の執行状況 

   （本部事務局）    九州国立博物館（仮称）設立準備の展示費用等に２，８６２万２千円を充当。 

 （東京国立博物館）常設展の充実のための経費、施設の改修等に１億７，７３７万７千円を充当。 

 （京都国立博物館）設備維持経費、情報設備改修等に８２４万８千円を充当。 

（奈良国立博物館）設備の改修等に７７１万４千円を充当。 

 

５．自己収入 

① 予算   

収入予算額      ５億７，４３２万３千円（前年度５億６，８６３万７千円） 

収入額        ９億１，７２４万３千円（前年度９億３，９１７万８千円） 

支出に充当した額   ５億７，４３２万３千円（前年度５億６，８６３万７千円） 

残額         ３億４，２９２万円    （前年度３億７，０５４万１千円） 

（うち、２，７７１万円は消費税の納付に充当予定） 

 

 ②自己収入を充当した事業 

   各館の平常展経費に  ５億６，７６１万８千円、特別展業務費に６７０万５千円を充当した。 

    また、消費税の納付に２，７７１万円を充当予定である。 

 

６．外部資金の獲得状況 

 ①件数・金額 
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科学研究費補助金     １９件    ７，５１４万円（前年度 １９件         ９，４６７万円） 

研究助成金         ０件          ０万円（前年度  ２件             ６００万円） 

寄附金          ６７件     ４，０５０万円（前年度 ４５件     ４，３３７万９千円） 

   合計         ８６件  １億１，５３２万円（前年度 ６６件 １億４，４０４万９千円） 

 

７．特記事項  

① 平成１５年度運営費交付金額は、九州国立博物館設立準備等の特殊要因を除くと、予算査定時に１％

の効率化減・物価指数調整や政策的調整の結果、前年比約１．９％の増であった。しかし、１６年度

予算査定においては、政策的調整分が引下げられマイナスの係数になった。中期計画期間中突然の方

針変更で今後の予算は非常に厳しいものになることが予想される。 

１５年度においては、前年度以上の事業を実施し、コスト意識を持ち予算の効率的な執行に努める

ことにより、各事業の内容をより充実したものとする。 

②   （人件費）      支出予算額     ２１億３，９１８万４千円 

支出額         ２１億８，１２１万５千円 

※九州国立博物（仮称）準備室職員の増、予定外の退職による退職手当の支出により増。 

     （一般管理費）   支出予算額       ４億７，６０３万１千円 

支出額           ６億２，７７８万１千円 

（展覧事業費）   支出予算額     ２０億２，３４２万５千円 

支出額         １７億１，３５９万１千円 

（調査研究費）   支出予算額       ４億８，２７９万９千円 

支出額          ４億６９１万３千円 

（教育普及費）    支出予算額      １億２，０５４万円 

支出額              ８，３７７万５千円 

（九州国立博物館（仮称）設立等準備事業費） 

支出予算額       ４億６，０２０万１千円 

支出額           ３億３，２３６万１千円 

※支出額には目的積立金取崩・前年度繰越分を含む。 

積立金取崩しは３．の③、前年度繰越は４．の③、翌年度繰越は４．の②を参照。 

 

 

○自己点検評価  

【良かった点、特色ある点】  

 ① 東京国立博物館での６件、京都国立博物館で４件、奈良国立博物館で４件、各館において積極的に

特別展を実施し、入館者の増を図ったことに伴い６億６１３万円の入場料収入を確保することができ

た。 

② 独立行政法人になって以後、新たに開始した館の施設を有料で貸し出す事業も、１５年度において

は利用件数が拡充し、収入増の要因となっている。単に収入の増を図るというだけではなく、これま

で以上に幅広い層の人々に博物館に来館してもらえる機会となっている。今後とも広報に努め利用の
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増に努める。 

③ 友の会、各種販売手数料、展覧会等の企画監修料などの諸収入についても約２億１千６百万円に達

し、収入の重要な部分となっている。 

 

【見直し又は改善を要する点】 

  展覧事業費と一般管理費のように支出予算の事項と実際の支出事項が異なる場合があるため、実際の

支出事項に合わせる形で支出予算を修正する必要がある。 

 

 

財務諸表の経年比較表（中期計画第１期：平成１３年度～１７年度）          （単位：千円）                                                    

            事業年度           

  

 

 区分 

第１事業年度 

（１４年３月期） 

第２事業年度 

（１５年３月期） 

第３事業年度 

（１６年３月期） 

 

経常費用 4,095,207 4,399,092 4,776,324 

経常収益 4,223,094 4,757,200 5,080,846 

当期総利益 127,887 345,306 313,726 

臨時損失 ― 46,086 11,653 

臨時利益 ― 33,285 ― 

総資産 150,132,970 157,000,333 157,324,258 

純資産 148,374,425 155,125,339 154,886,766 

資金期末残高 1,125,510 2,946,720 3,266,539 

行政サービス実施コスト 7,101,504 6,194,248 7,309,195 

（注）消費税の会計処理について税抜き方式から税込方式への変更を行なったため、 

第３事業年度は税込である。 

 

４．人事 

中期計画 

１ 人事に関する計画 

 (1) 方針 

    ① 職員の計画的、適正な配置と人事交流の推進等を図る。 

    ② 事務能率の維持・増進を図る。 

      1) 福利厚生の充実 

      2) 職員の能力開発等の推進 

 (2) 人員に係る指標 

     常勤職員については、その職員数の抑制を図る。 
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〇方  針 

① 職員の計画的・適正な配置と人事交流の推進等を図る。 

② 事務能率の維持・推進を図る。 

 

○実  績 

 

１．職員の計画的・適正な配置 

① 職員の適性・能力、年齢構成及び業務の効率化など総合的に勘案し、新規に６名 

（一般職員２名、研究職員４名）の職員を採用するとともに再任用職員１名（研究職員）した。               

また、国立大学等との人事交流を引き続き行うなど職員の計画的な人員配置を行った。 

なお、研究職員の採用にあたっては、これまで各館ごとに採用していたが、国立博物館全

体として最も適任な者を採用するために、法人として公募及び選考を行う方式に改めた。 

 

  ② 東京国立博物館では、総務部に地域連携及び企業連携の推進等を担当する部署として、ま

たお客様へのサービスの一層の充実を図るため、「渉外課」を設置した。 

研究系組織については、これまで文化財の分野別に編成していた「学芸部」を「文化財部」

に改め、文化財の収集、保管、展示という流れに即した組織編成にした。また、「企画部」

を「事業部」に改め、特別展、デザイン、教育普及（ボランティア、教育講座）などの博物

館業務を推進しやすい組織編成にした。 

 

 ２．人事交流の推進 

  （事務系職員） 

  ① 法人本部及び各館において他機関（東京大学、京都大学、大阪大学等）との人事交流を実

施し、人材の確保と適材適所の人員配置を行った。 

  ② 法人内での人事交流を図るため、本部事務局と各館との交流を行った。 

  （研究系職員） 

   文化庁との人事交流を行った（１名）。 

（人事交流者数） 

独 立 行 政 法 人 国 立 博 物 人  数 交 流 先 

本 部 事 務 局    ３名 東京大学 

東京国立博物館    ９名 東京大学 

京都国立博物館  １３名 京都大学 

奈良国立博物館   ５名 大阪大学、京都大学、奈良教育大学 

九州国立博物館（仮称）設立準備室   ２名 九州大学 

計  ３２名  

 

 ３．事務能率の維持・増進 

 （１）博物館の職員としての資質の向上を図るため新任職員や研究職員を対象とした各種研修（６
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件）を実施した。また、他機関で実施する研修に積極的に参加した。 

 

（２）職員の事務能率の発揮及び増進の観点から各館においてレクリエーションを実施した。 

  

（３）各館で行っていた人事事務のうち発令、昇給及び退職手当等の業務を本部事務局において

行うこととした。 

  

 

 

 

 

４．職員数（定員） 

独立行政法人国立博物館 定  員 

本 部 事 務 局    ８名 

東京国立博物館  １２７名 

京都国立博物館   ４２名 

奈良国立博物館   ３４名 

九州国立博物館（仮称）設立準備室   １６名 

計  ２２７名 

 

 ５．その他 

  ・ 役員の報酬については、社会情勢等を勘案し、平成１５年１１月１日より引き下げること

とした。また、役員の退職手当については、評価委員会での業績に係る評価を踏まえ退職

手当の額を決定することとなった。 

 研 修 会 名 称 実 施 日 対 象 者 受講者数 

新任職員研修会 平成 15年 4月 21～22 日 平成１４年５月１日 

以降の新任職員 

２７名 

文化財の生物被害防除

に関する研修会 

平成 15年 6月 16日 全職員 ７０名 

接遇研修会 平成 15年 7月 14日 お客様及び警備担当 

係等 

５０名 

職員啓発研修 平成 15年 10月～16 年 3

月 

全職員 １７名 

美術品の梱包に関する

研修会 

平成 15年 9月 25～26 日 研究職員 ３５名 

危機管理に関する研修

会 

平成１５年１１月１７日 各館からの推薦者 ２５名 



- 21 - 

  ・ 国立大学等の法人化に備え、給与等に係る関係規程等の改正を行った。 

 

○自己点検評価 

[良かった点、特色ある点] 

  ・ 新規や再任用での採用者及び人事交流者を含めた職員の適正な人員配置を行ったことによ

り、より業務を円滑に行うことができることとなった。特に、研究職員の採用については新た

に法人として選考委員会を設置し、公募・選考を行ったことにより適任者の確保を図ることが

できた。 

  ・ 本部事務局への人事業務の集約化を図り業務の効率化を図った。 

  ・ 他機関との人事交流を活発に行い、組織及び人事の活性化の推進に貢献している。 

  ・ 各種研修の企画及び実施により、博物館の職員としての資質の向上を図るとともに、修得し

た知識等（お客様の対応方法や美術品の取扱い技術の修得等）を業務に反映させることができ

た。 

 

 [見直し又は改善を要する点] 

  ・ 専門的業務の持続性を維持していくための知識や経験を備えた適任者の確保について、更に

検討していく必要がある。 

 

５．施設 

中期計画 

１．京都国立博物館 

 ①百年記念館（仮称）新営工事 

 ②東山区役所土地購入 

 ③仮設収蔵庫 

の施設・設備に関する計画に沿った整備を推進する。 

 

２．九州国立博物館（仮称）展示工事、施設・設備の老朽度合等を勘案した改修（更新）等が追加さ

れることがあり得る。 

 

○実  績 

１．①京都国立博物館整備 

   ・特別展示館（本館）のハンディキャップ用スロープ、出入口に自動扉を設置し、玄関の段差を解

消した。 

   ・屋外便所を改修した。 

②東山区役所土地購入 

   旧東山区役所跡地は、現在、京都国立博物館の仮事務所の用地として使用しており、年次計画（３

年次）にて借地分をすべて購入した。 
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２．九州国立博物館（仮称） 

   ・九州国立博物館（仮称）新営工事が完了した。 

・平成１４年度に策定した展示実施設計に基づき、展示工事（２年計画）を開始した。 

・九州国立博物館（仮称）開館に向け、企画展「はじめの一歩」展を１６年の２～３月にかけて東

京国立博物館内で開催し、３６日間の開催中、約２万人の観覧者があった。 

・１０点の陳列品購入、７８件の資料の修理を実施し、その他展示資料の借用交渉を行った。 

 

 

○自己点検評価 

【良かった点、特色ある点】 

 ①京都国立博物館 

・年次計画（３年次）の東山区役所土地購入がすべて終了した。 

・京都国立博物館では特別展示場入口の改修を行い、車椅子での玄関からの入退場が可能となった。 

・京都国立博物館では、将来構想検討委員会に「旧本館（特別展示館）耐震性能に関する小委員会」

を設置し、本館の耐震性能に関する調査を始めた。 

②九州国立博物館（仮称）設立等準備については、計画どおりに進捗している。 

 

【見直し又は改善を要する点】 

 ・  京都国立博物館百年記念館（仮称）の建設が、財政的な理由から今後の計画が未確定の状態が続い

ている。このことは、京都国立博物館の展覧事業の計画、法人全体の運営計画に与える影響が非常に

大きいことから、早期に建設計画を確定することが望まれる。 

 

・  三館の各本館及び東京国立博物館の表慶館は重要文化財に指定されている重要な建物である。これ

らの施設をバリアフリー時代に適応した施設に改修し、維持管理しながら展覧会場等として活用する

ためには、所要の修繕費を確保する必要がある。そのために、建物、設備の耐用期間を考慮して、長

期的な改修計画を策定し、国からの支援を得ることが今後の大きな課題である。 

 

 

 

６．総評 
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総括 

１ １５年度の国立博物館の運営（効率）、収集・保管、公衆への観覧、調査研究、教育普及、九州国立

博物館（仮称）設立準備、その他の入館者サービス、施設整備の諸事業については、夏期講座や講演

会等の参加者数などで定量的目標値を下回るものがあったが、全体的に所期の目的を達成することが

できた。 

 

２ 平成１５年度の国立博物館の総入館者数 

  ２１３万人で、目標入館者数約１３５万人を７８万人上回った。なお、特に大きな集客のあった展

覧会が開催された 14年度の２３９万人に比べると 26 万人減尐した。 

 

３ 自己収入９億１千７百万円。収入予定額５億７千４百万円を３億４千３百万円上回ることができた。 

  これは、入館者数は減尐したものの友の会などの入場料以外の収入の大幅な伸びにより確保するこ

とができたものである。損益計算上の利益３億１千４百万円を剰余金として申請する予定である。 

 

〇組織改革と成果 

 東京国立博物館では、１５年４月より博物館が取り組む事業に対しより柔軟に対応するため、企画部・

学芸部を事業部・文化財部にするなど大幅な組織改革を行った。 

 

〇調査研究の取組みと成果 

展覧会事前調査において新知見（「南禅寺展」において京都国立博物館と東京国立博物館との共同調査

により、東京国立博物館所蔵の襖絵が南禅寺帰雲院の障壁画であったことが確認された）などが発見さ

れた。これらの調査研究活動の成果は、展覧会や刊行物として広く公開した。 

 

〇入館者サービスの拡充 

多くの人が楽しめる、観覧しやすい展示会とするために見やすい題箋、作品の配置、動線、休憩室の

確保などに館をあげて取り組んだ。 

また、リピータ育成のため友の会の見直しや地域（地元観光協会など）との連携を深め入館者へのサ

ービスの向上に努めた。 

 

【課題】 

大きな課題として、 

１国立博物館の一体的運営 

 理事長のリーダーシップの下に各理事が、博物館の重要課題について役割分担し、責任の明確化を

図ることとし、理事の役割分担を以下のように決めた。 

〇情報、文化財活用の方針、広報・博物館の国際化 

〇文化財の収集・保存の方針、危機管理、法人として取り組むプロジェクト 

〇研究職の人事、特別展などの展覧会開催計画の調整 
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２本部機能の強化 

 本部機能の強化を図り、人事事務等の管理業務の集約化と企画機能の充実を図る。また、博物館資

産の活用の推進を図る。 

 

３組織改革に向けて 

・本部機能の一層の強化を図る。 

・国民への質の高いサービスの提供、柔軟な組織運営を図るねらいから東京国立博物館、京都国立博

物館、奈良国立博物館において組織改革を行う。 

 

平成 15 年度事業自己点検評価における为な事業活動における課題と文部科学省評価委員会平成 14 年

度への取組みは次のとおりである。 

（●：自己点検評価、〇：文部科学省評価委員会） 

事業等における課題は以下のとおりである。 

 

【収集・保管】 

●〇収集は三館で情報交換を図りながら各館にふさわしい作品を収集する。 

（法人）国立博物館連絡協議会等での情報交換を行い、各館にふさわしい作品を収集することができた。 

〇寄贈・寄託品による収集を図ると同時に文化財の適正な管理を行なう上で収蔵庫の整備も必要である。 

 

●文化財の適切な保管及び保存カルテ（データベース）の共通規格化の検討 

（法人）各館の保存担当研究者等で情報交換と検討を重ね、保存カルテの様式の共通規格化を図ること

とした。 

〇修理実施計画の早期確定、修理予算の拡充（外部資金導入） 

 

【危機管理】 

●海外交流展における開催国の有事等への対応 

（奈良）危機管理に向け対応を検討 

 

【公衆への観覧】 

●〇貸与希望に幅広く応える 

（東京）考古資料相互活用促進事業を単年度から次々年度まで広げ先方の立場に立った紹介方法を検討 

（奈良）平設展を充実させるために長期貸与の資料については見直しを考えている。 

 

【調査研究】 

●刊行物の編集方針の明確化 

（東京）研究紀要や東京国立博物館研究誌「ＭＵＳＥＵＭ」の編集方針の見直しを行なう。 

〇調査研究体制の見直し 

担当理事のもと国立博物館全体としての調査研究の在り方を検討 



- 25 - 

（東京）上席研究員を中心として調査研究のあり方を検討する。 

    客員研究員制度を有効に活用し調査研究の推進を図る。 

（京都）調査研究をより充実したものとするため組織を改組する。 

（奈良）調査研究の企画推進を図るため上席研究員を設ける。 

 

【教育普及】 

〇国立博物館として取り組む教育普及について検討 

・関係者の意見を聞きながら事業企画の見直しを図る。 

 

【その他】 

〇イベント事業への取組み 

（京都）総務課を渉外課へ改組し業務の効率化を図る。 

（奈良）「イベント・ボランティア」制度の導入を検討する。 

 

 


